
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
令
和
八
年
一
月
一
五
日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

神
奈
川
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

委
員
長 

保 

阪 
 

努 

    
 



（一） 

政
党
の
支
部 

  

政
治
団
体 

 

代
表
者 

 
 

異
動
事
項 

 
 
 
 

新 
 
 
 
 
 
 
 

旧 
 
 
 
 
 
 

異
動
年
月
日  

 

 

の
名
称 

 
 

の
氏
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

 

 

参
政
党
神
奈 

佐
藤
千
栄
子 

会
計
責
任
者
の 

平
本
幸
次
郎 
 
 
 

渡
辺 

加
代 

 
 
 
 

七
、
一
一
、
二
五 

川
第
２
支
部 

 
 
 
 
 
 

氏
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

自
由
民
主
党 

橋
本 

 

勝 
代
表
者
の
氏
名 

橋
本 

 

勝 
 
 
 

土
井 

隆
典 

 
 
 
 

七
、
一
〇
、
二
四 

神
奈
川
県
川 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

崎
市
多
摩
区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

連
合
支
部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

自
由
民
主
党 

村
田 

浩
隆 

会
計
責
任
者
の 
滝
本 

一
夫 

 
 
 

齊
藤 

辰
夫 

 
 
 
 

七
、
一
一
、 

一 

神
奈
川
県
港 

 
 
 
 
 
 

氏
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

湾
支
部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（二） 

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
） 

  

政
治
団
体 

 

代
表
者 

 
 

異
動
事
項 

 
 
 
 

新 
 
 
 
 
 
 
 

旧 
 
 
 
 
 

異
動
年
月
日 

 
 

 

の
名
称 

 
 

の
氏
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ア
ク
シ
ョ
ン
！ 

石
川 

秀
明 

主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
川
崎
市 

神
奈
川
県
川
崎
市 

  

七
、
一
一
、
一
〇  

か
わ
さ
き 

 
 
 
 
 
 
 
 

の
所
在
地 

 
 

多
摩
区
中
野
島
五 

多
摩
区
中
野
島
五 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―

五―

一
六―

二 
 
―

九―

二
六 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

鎌
倉
ね
く
す
と 
寺
田 

浩
彦 

主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
鎌
倉
市 

神
奈
川
県
鎌
倉
市 

  

七
、 

三
、
一
四  

～
次
の
鎌
倉
を 

 
 
 
 
 
 

の
所
在
地 

 
 

由
比
ガ
浜
四―

四 

極
楽
寺
三―

一
四 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

創
る
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―

六 
 
 
 
 
 
―

二
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

こ
こ
ろ
か
よ
う 

馬
場 

佳
陽 
政
治
団
体
の
名 

こ
こ
ろ
か
よ
う
座 

ト
ラ
イ
ざ
ま 

 
 
  

七
、
一
一
、
一
九  

座
間
へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

称 
 
 
 
 
 

間
へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“
「
最
幸
の
ま 

高
木 

 

一 

主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
川
崎
市 

神
奈
川
県
川
崎
市 

  

七
、
一
一
、 

一  

ち
」
か
わ
さ
き 

 
 
 
 
 
 

の
所
在
地 

 
 

幸
区
幸
町
二―

六 

中
原
区
新
城
三―

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”
を
つ
く
る
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
〇―

三 
 
 
 

三―

一 

花
森
ビ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ル
一
階 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

新
党
鎌
倉 

 
 

岩
田 

 

薫 

主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
鎌
倉
市 

神
奈
川
県
鎌
倉
市 

  

七
、
一
一
、
一
五  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
所
在
地 

 
 

扇
ガ
谷
四―
六―

 

扇
ガ
谷
一―

八―
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六 
 
 
 
 
 
 

二 

堀
口
Ａ
Ｐ
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

逗
子
市
き
ぼ
う 

荒
井 

若
菜 

代
表
者
の
氏
名 

荒
井 

若
菜 

 
 

荒
井 
菜
菜 

 
 
  

七
、
一
一
、 

五  



の
町
づ
く
り
プ 

 
 
 
 
 
 

会
計
責
任
者
の 

荒
井 

菜
菜 

 
 

荒
井 

若
菜 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロ
ジ
ェ
ク
ト 

 
 
 
 
 
 
 

氏
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

税
理
士
に
よ
る 

六
槍 

勝
明 

主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
横
浜
市 

神
奈
川
県
横
浜
市 

  

七
、
一
一
、
一
四  

中
西
け
ん
じ
後 

 
 
 
 
 
 

の
所
在
地 

 
 

鶴
見
区
鶴
見
中
央 

鶴
見
区
鶴
見
中
央 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

援
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三―

一―

六―

四 

四―

四
一―

一
〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇
四 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
者
の
氏
名 

六
槍 

勝
明 

 
 

松
江 

泰
弘 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

福
田
紀
彦
後
援 

福
田 

紀
彦 
主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
川
崎
市 

神
奈
川
県
川
崎
市 

  

七
、
一
一
、 

一  

会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
所
在
地 
 
 

幸
区
幸
町
二―

六 

中
原
区
新
城
三―

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
〇―

三 
 
 
 

三―

一 

花
森
ビ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ル
一
階 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア 

笠 
 

浩
史 

国
会
議
員
関
係 
法
第
十
九
条
の
七 

国
会
議
員
関
係
政 

  

七
、
一
一
、
二
七  

川
崎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政
治
団
体
の
区 

第
一
項
第
一
号
及 

治
団
体
以
外
の
政 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分 
 
 
 
 
 

び
第
三
号
に
係
る 

治
団
体 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国
会
議
員
関
係
政 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

治
団
体 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公
職
の
種
類
（ 

衆
議
院
議
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
一
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主
宰
す
る
又
は 

笠 
 

浩
史
、
衆 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主
要
な
構
成
員 

議
院
議
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で
あ
る
衆
議
院 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
員
又
は
参
議 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

院
議
員
の
氏
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

及
び
公
職
の
種 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

類
（
第
三
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

脇
雅
昭
後
援
会 
脇 

 

雅
昭 

主
た
る
事
務
所 

神
奈
川
県
横
浜
市 

神
奈
川
県
横
浜
市 

  

七
、
一
一
、
一
一  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
所
在
地 

 
 

中
区
桜
木
町
一―

 

中
区
桜
木
町
一―

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一―

一
〇
〇
グ
ラ 

一―

一
〇
〇 

グ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ン
ビ
ュ
ー
ビ
ル
六 

ラ
ン
ビ
ュ
ー
ビ
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

階 
 
 
 
 
 
 

七
階 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


